
美咲町公告第１１４号 

 

   見積合わせを実施するので、次のとおり公告する。 

 

 令和７年９月１７日 

 

美咲町長 青野 高陽 

 

１ 見積対象業務 

事業名 単独町費事業 令和 7年度危険木伐採事業（柵原地区） 

場所 ①美咲町柵原地内 町道久木吉ヶ原線 

②美咲町周佐地内・連石地内 町道栗子藤田線 

履行期間 契約締結の日から令和７年１２月２６日 

発注業種 木の伐採 

事業概要 危険木含む草木の伐採および移送と処分 

 

２ 見積書について 

見積書作成及び

提出について 

（１）見積書は、仕様書等の内容を網羅し作成すること。 

（２）見積書の事業費用は、消費税を含めた金額で提出すること。 

（３）見積金額上限は１，７４１，０００円（税抜）とする。 

（４）見積書の内訳に、作業日数、作業員の人件費、機械の使用料、

伐採したものの処分費および移送費等の必要な費用を記入する

こと。 

（５）見積書の内訳に、現場作業員に係る社会保険料等の費用を記入

すること。 

（６）見積書は、郵送（簡易書留など配達記録が残るもの）によるも

のとする。持参は受付けない。 

（７）見積書の送付については、「見積書の郵送提出に係る封筒の記

載等について」を確認すること。 

見積提出期間 令和７年１０月３日（金）午前１０時まで 

請負業者決定日 令和７年１０月３日（金）午前１０時 

※最低見積価格が同額の場合は、くじ引きにより決定する。 

※落札者、くじ引き等開札後必要な連絡については令和７年１０月３日

午後５時までに対象者へ連絡を行う。 

 

 

 

 



３ 見積に参加できる者に必要な資格要件等 

参加資格等に関

する事項 

令和 7年度において、美咲町の「物品・役務」、または「建設工事（土

木工事一式）」の入札参加資格のあり、町内に本社もしくは営業所を

有する者。 

 

４ 仕様書等について 

仕様書等の取得

について 

美咲町ホームページからダウンロードすること。 

仕様書等に関す

る質問及び提出

について 

本仕様書の内容等に関する質疑については、様式第４号により電子メ

ールで、下記に示す美咲町理財課のメールアドレスに送信すること。

なお、口頭による質問は受付けない。 

（１）美咲町役場 理財課 

提出先メールアドレス 

nyusatu@town.okayama-misaki.lg.jp 

提出期限 令和７年９月２６日（金）１７時１５分まで 

（２）質問に対する回答 

回答は、令和７年９月２９日（月）１３時までに、随時、町ホ 

ームページに公表する。 

 

５ 問い合わせ先 

〒７０９－３７１７ 

岡山県久米郡美咲町原田２１４４番地１ 

美咲町役場 理財課 

電  話：０８６８－６６－１６１０ 

ＦＡⅩ：０８６８－６６－２０３８ 

メールアドレス：nyusatu@town.okayama-misaki.lg.jp 


